
 

 

2023年 5月 1日 

都道府県ライフセービング協会 

加盟ライフセービングクラブ 

ライフセーバー各位 

公益財団法人 日本ライフセービング協会 

倫理委員会／調査審議室 

 

暴力行為・ハラスメント等の根絶に向けて 

 

日本ライフセービング協会（JLA）は、「教育」「救命」「スポーツ」「環境」「福祉」の領域で人

間を救う、守ることを根底におくことをテーマとしており、いかなる暴力行為・ハラスメントもその

理念に反するものであることから、「暴力行為・ハラスメント等の根絶に向けたガイドライン」を作

成いたしました。 

都道府県ライフセービング協会ならびに加盟クラブ、そしてライフセーバーの皆さんは、このガイ

ドラインの遵守を前提とし、理解促進を図り、ライフセービングに関する日頃の活動に努めていただ

きますようお願いいたします。 

また、暴力・ハラスメント等に関する相談窓口を設置しました。都道府県ライフセービング協会な

らびに加盟クラブは、それぞれ暴力行為・ハラスメント等について相談を受ける体制を整備するとと

もに、連絡を密にして対応していきたいと思っておりますので、ご協力の程よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

◼ 暴力行為・ハラスメント等の根絶に向けたガイドライン 

・J LAホームページからご覧ください。 

J L Aホームページ「J LAについて」>「ライフセービングの活動ガイドライン」 

https://jla-lifesaving.or.jp/about/for-lifesaver/ 

 

・都道府県協会の関係者、加盟クラブのメンバーに周知徹底をお願いします。 

 

◼ 暴力・ハラスメント等相談窓口 

・J L Aホープページからご覧ください。 

  相談できる人、対象となる行為などについては、こちらをご確認ください。 

  https://ls.jla-lifesaving.or.jp/harassment/ 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

日本ライフセービング協会 事務局 中山 宛 

〒105-0013 東京都港区浜松町 2-1-18 トップスビル１F 

TEL：03－3459－1445 ／ FAX：03－3459－1446  

E-mail：info@jla.gr.jp 

https://jla-lifesaving.or.jp/about/for-lifesaver/
https://ls.jla-lifesaving.or.jp/harassment/

